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令和 3年度事業方針及び事業計画 
 
 
目標 
 だれもがみんな、自分らしく生きるために共に支え合える地域づくり 
 
＜基本方針＞ 
 
 昨今、社会経済環境の変化とともに、地域社会や家庭・家族のありよ

うが大きく変わっています。地域に暮らす人びとの関係の希薄化や高齢

者世帯の増加、核家族化の進行により、これまでの福祉制度では解決が

難しい社会的課題が増加しています。 
 このような状況のなか、本会では、地域における福祉活動の指針とな

る「大月町地域福祉活動計画」を軸として、誰もが皆、支え合いながら

住み慣れた地域で安心して暮らす事のできる地域福祉の実現に向け、住

民主体の地域活動を支援していくと共に、質の高い福祉サービスの提供

とさまざまな課題の解決のため、行政、地域住民、関係機関及び各種団

体と協働して地域福祉を推進して参ります。 
 
 
＜重点目標＞ 
 
1．地域福祉活動計画及び地域福祉計画に基づいて地域福祉活動の 
推進を図る 

2. ふれあいのまちづくり事業の推進を図る 
3. 介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 
 する為の法律等の介護サービス等事業の充実を図る 
4. 在宅介護者の介護負担の軽減と孤立予防の取り組みの推進を 
  図る 
5. ボランティアセンター機能の充実を図る 
 
 



＜事業実施計画＞ 
 
1. 地域福祉の推進 
（1） 地域福祉活動計画に基づいた地域福祉活動の推進 

地域毎の住民座談会を開催し、住民主体の活動計画づくりを 
進め、共に支え合える地域づくりをする 
 

  （2）ふれあいのまちづくり事業の推進 
（イ）総合相談所の設置 
（ロ）福祉大会の開催 
（ハ）ふれあい弁当配食サービス 

（概ね 65歳以上の独居老人または高齢者世帯など 
／１食 200円） 

（ニ）愛の一声ふれあい郵便事業（ネットワーク活動） 
（ホ）緊急カード・ふれあい安心カードの整備及び個別配布 
（ヘ）小・中・高生及び一般参加のボランティア体験学習の開催 
（ト）各団体と協働の見守りネットワーク活動 
（チ）高齢者輪投げ大会の開催 
（リ）老人単科大学・芸能大会の開催 
（ヌ）出前ミニデイサービス「ふれあいサロン」の活動強化 
 

（3）福祉サービス利用支援の推進 
（イ）無料総合相談の運営強化 
（ロ）生活福祉資金貸付及び償還指導 
（ハ）日常生活自立支援事業の推進 
 

 （4）福祉活動推進校の育成支援 
       町社協指定推進校  
      大月小学校・大月中学校 

※ 町内小・中学校児童生徒の「福祉のこころ」を育てる 
 
 



 
（5） 各種福祉関係機関・団体等との連絡調整及び活動育成 
（イ）民生児童委員協議会 
（ロ）老人クラブ連合会 
（ハ）心身障害者協議会 
（ニ）福祉委員協議会 
（ホ）民生委員 OB会 
（ヘ）ボランティア連絡協議会 
（ト）シルバー介護士会 

   （チ）大月町連合婦人会 
   （リ）ひきこもり家族の会 青い空ぽっこぷぅん 
 
（6）あったかふれあいセンター事業「ほっとセンター」の運営 

 
 （7）生活困窮者自立相談支援事業の推進 
 
 （8）生活支援体制整備事業の推進 
 
 （9）なんでも屋紹介事業 

「暮らしの応援団」の活用促進 
 
 （10）在宅介護者の負担軽減を図る 
   （イ）認知症家族の会「いきいき家族の会」を開催 
   （ロ）在宅介護者の生きがいづくり 
 
 （11）孤立予防の取り組みの推進 
   （イ）小地域の支え合い見守りネットワークの構築 
 
（12）その他 

   （イ）共同募金運動の推進 
   （ロ）日赤社資募集の推進 
 



 
2.  在宅福祉サービスの推進 
（1）介護保険及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
（イ）訪問介護事業・第一号訪問事業（基準型訪問サービス） 
（ロ）訪問入浴介護事業・介護予防訪問入浴介護事業 
（ハ）通所介護事業・第一号通所事業（基準型通所サービス） 
（ニ）居宅介護支援事業 
（ホ）認知症高齢者共同生活介護事業・介護予防認知症高齢者 

共同生活介護事業（グループホーム） 
（へ）予防型通所型サービス 
 

（2）住宅型有料老人ホームの運営 
 
（3）障害福祉サービス事業の推進 
 （イ）居宅介護事業 
 （ロ）特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 
（ハ）生活介護事業 
 

（4）障害者福祉の推進 
 （イ）在宅障害者野外出前ふれあいサロン「七転び八起の会」 
 （ロ）障害者協議会育成支援 
 （ハ）福祉車両及び福祉用具の貸出 

 
3.  ボランティアセンター機能の充実 
 （1）災害時ボランティアセンター機能の充実 
 （2）ボランティアの育成と活用 
 
 
 
 
 
 



＜組織経営管理体制の整備＞ 
1.  会務の運営 
 （1）理事会・評議員会の運営 
 
2.  経営管理体制の構築 
 （1）事業評価の実施 
 
3.  財務管理と運営 
 （1）自主財源の確保と有効活用 
 （2）適正な財務管理 
 
4.  組織基盤の整理 
 （1）職員の人事管理・労務管理の適正化 
 （2）人材育成・研修の充実 
 
5.  指定管理業務の受託 
 （1）指定管理施設の適正な管理運営 
 
6.  情報発信 
 （1）広報活動の充実 
 （2）感想文集等の発行 
 （3）ホームページ 
 
7.  福祉人材養成支援 
 （1）各種実習の受け入れ及び協力 
 
 
＜その他＞ 
1.   ショートステイ事業（特老）へ協力 
 
2.   地域包括支援センター・大月病院との連携 



社会福祉法人大月町社会福祉協議会 
 大月町指定訪問介護事業所 (基準型訪問サービス) 
 

令和 3年度 事業計画 

基本方針(目標) 

利用者の尊厳を保ち、知識・技術・笑顔・やる気！！で 

一人ひとりの能力に合わせた生活が送れるよう支援する。 

 
当訪問介護事業所は介護サービス計画書により、要介護状態となった利用者が可能な限り

住み慣れた自宅において、その個々の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出

きるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を提供し、且つ行政や

他関係機関と密接な連携を図り、地域の福祉向上に貢献します。 
また、第１号訪問事業では、利用者の要支援状態の維持、改善を図り、要介護状態となる

ことを予防する事を基本に、利用者の生活、人生を尊重しできる限り自立した生活を送れ

るよう支援します。 
 
１． 秘密の保持について 
  当事業所は、訪問介護員及びその他の従業者に対して、正当な理由がなくその業務上

知り得た利用者及び契約者、その家族等の秘密を漏らすことがないよう、雇用契約に 
  おいて義務付けています。 
２． サービス内容 

訪問介護サービスの内容は、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、利用者に対して身

体介護及び日常生活上の支援を行うものとします。 
営業日：年中無休 
営業時間：午前 8時～午後 6時 

※ 介護支援事業所または（地域包括支援センターのケアマネージャー）の作

成する居宅介護サービス計画により、営業時間外においてもサービスを提

供させていただきます。 
※ 携帯電話にて、24時間常時連絡が可能な体制としています。 

３． 職員の職種、配置数 
管理者：1名 
サービス提供責任者：4名 
パート訪問介護職員：16名 



      
 ４．職員の研修 
  毎月 1回事業所内のステップアップ研修(下記)以外にも、公の機関が開催する研修へ
の積極的参加及び、研修内容の伝達共有を行います。 

  令和 3年度研修計画 
 

月 研修テーマ 研修目的 講師 

4月 
 

訪問にあたっての接遇

について 
訪問にあたっての接遇やマナーのレ

ベルアップを図る。 
提供責任者 
 

5月 
 

食中毒について 食中毒の知識の習得。また対応方法を

確認する。 
大月町保健師 

6月 災害対策研修 災害時の冷静な対応や初期行動計画

について学ぶ。 
事務局 

7月 身体拘束・虐待につい

て 
身体拘束・虐待についての理解や予防

について学ぶ。 
未定 

8月 調理実習 高齢者が食べやすい食事作りのポイ

ントと工夫を学ぶ。 
栄養士 

9月 救急法 家庭や訪問先での緊急時の対応が 
あわてず行える。 

大月分署 
救急救命士 

10月 職業倫理と法令遵守に

ついて 
職業倫理と法令遵守について理解を

深める。 
未定 

11月 感染症について コロナウイルス・インフルエンザ等の

感染症について理解する。 
保健師 

12月 
 

接遇について 接遇やマナーのレベルアップを図り、

利用者や家族の満足度を高める。 
未定 

1月 社協職員交流会 
 

多職種の社協職員と交流を深め、コミ

ュニケーションを図り意見交換する。 
未定 

2月 認知症研修 認知症の知識と対応を正しく理解す

る。 
未定 

3月 福祉用具について 福祉用具の使い方について体験を交

えて理解する。 
福祉用具業者 

 



社会福祉法人大月町社会福祉協議会 
 大月町基準該当訪問入浴介護事業所（含基準該当訪問入浴介護） 
 

令和 3年度 事業計画 

基本方針(目標) 

ゆったりと入浴でき、清潔な身体で過ごすことができる。 
 
訪問入浴介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な

限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、居宅における入浴の援助を行う事によって、利用者の身体の清潔の保

持、心身機能の維持等を図るものとする。且つ行政や他関係機関と密接な連携

を図り、地域の福祉向上に貢献します。 
介護予防訪問入浴介護事業では、利用者の要支援状態の維持・改善を図り、要

介護状態になることを予防する事を基本に、利用者の生活・人生を尊重し、で

きる限り自立した生活を送れるよう支援します。 
 
１． 秘密保持について 
  当事業所は、訪問介護員及びその他の従業者に対して、正当な理由がなく

その業務上知り得た利用者及び契約者・その家族等の秘密を漏らすことが

ないよう、雇用契約において義務付けています。 
 

２． サービス内容 
利用者の居宅に看護師 1名、介護職員 2名が浴槽を持参し、寝たままの状態
で入浴をしていただきます。ケアマネジャーが提示するケアプランに基づき

作成された介護計画書に基づき、看護師・ヘルパー2名が決められた日時に
訪問し、入浴前体調確認(血圧・脈拍・体温等)を行い、入浴(洗髪含む)を実
施します。また、入浴後の体調確認及び経過観察を行ないます。 
 

３． 営業日と営業時間 
・ 営業日は年中無休とします。ただし、1 月 1 日～1 月 3 日までを除くこと
としますが、需要がある場合はこの限りではありません。 

・ 営業時間は 8：00～18：00までとしますが、特別の需要がある場合はこの
限りではありません。尚、携帯電話にて 24時間電話受付をいたします。 

 



社会福祉法人大月町社会福祉協議会 
 大月町指定居宅介護事業所  
 

令和 3年度 事業計画 

基本方針(目標) 

利用者の尊厳を保ち、知識・技術・笑顔・やる気！！で 

一人ひとりの能力に合わせた生活が送れるよう支援する。 

 
当居宅介護事業所は介護サービス計画書により、利用者が可能な限り住み慣れた自宅にお

いて、その個々の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出きるよう、入浴、排

泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を提供し、且つ行政や他関係機関と密接な

連携を図り、地域の福祉向上に貢献します。 
 
１． 秘密の保持について 
  当事業所は、訪問介護員及びその他の従業者に対して、正当な理由がなくその業務上

知り得た利用者及び契約者、その家族等の秘密を漏らすことがないよう、雇用契約に 
  おいて義務付けています。 
２． サービス内容 

居宅介護サービスの内容は、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、利用者に対して身

体介護及び日常生活上の支援を行うものとします。 
営業日：年中無休 
サービス提供時間：午前 8時～午後 6時 

※ 大月町指定相談支援事業所が作成する居宅介護サービス計画により、サー

ビス提供時間外においてもサービスを提供させていただきます。 
※ 携帯電話にて、24時間常時連絡が可能な体制としています。 

３． 職員の職種、配置数 
管理者：1名 
サービス提供責任者：４名 
パート訪問介護職員：１６名 

４． 職員の研修 
  毎月 1回事業所内のステップアップ研修(下記)以外にも、公の機関が開催する研修へ
の積極的参加及び、研修内容の伝達共有を行います。 

   



令和 3年度研修計画 
 

月 研修テーマ 研修目的 講師 

4月 
 

訪問にあたっての接遇

について 
訪問にあたっての接遇やマナーのレ

ベルアップを図る。 
提供責任者 

5月 
 

食中毒について 
 

食中毒の知識の習得。また対応方法を

確認する。 
大月町保健師 

6月 災害対策研修 災害時の冷静な対応や初期行動計画

について学ぶ。 
事務局 

7月 身体拘束・虐待につい

て 
身体拘束・虐待についての理解や予防

について学ぶ。 
未定 

8月 調理実習 高齢者が食べやすい食事作りのポイ

ントと工夫を学ぶ。 
栄養士 

9月 救急法 家庭や訪問先での緊急時の対応が 
あわてず行える。 

大月分署 
救急救命士 

10月 職業倫理と法令遵守に

ついて 
職業倫理と法令遵守について理解を

深める。 
栄養士 

11月 感染症について コロナウイルス・インフルエンザ等の

感染症について理解する。 
保健師 

12月 接遇について 接遇やマナーのレベルアップを図り、

利用者や家族の満足度を高める。 
未定 

1月 社協職員交流会 
 

多職種の社協職員と交流を深め、コミ

ュニケーションを図り意見交換する。 
未定 

2月 認知症研修 認知症の知識と対応を正しく理解す

る。 
未定 
 

3月 福祉用具 福祉用具の使い方について体験を交

えて理解する。 
福祉機器業者 

 



社会福祉法人大月町社会福祉協議会 
 大月町指定相談支援事業所 
 

令和 3年度 事業計画 

基本方針(目標) 

障害者や障害児又はその家族からの相談に応じ、必要な情報 

の提供及びサービス利用などの相談・支援をさせて頂きます。 
 
１． 事業内容 
     相談者の地域の生活を支えるためのその人の生活全体を見通し、 
    継続的な支援を実施していくことを援助方針とします。 
    ・相談支援 
    ・情報提供 
    ・関係機関との連絡調整 
    ・サービス利用計画作成の作成 
 
２． 職員の職種、配置数 

管理者：1名 
相談支援専門員：１名 

      
 
３．職員の研修 
  毎月 1回事業所内のステップアップ研修(下記)以外にも、公の機関が開催する研修へ
の積極的参加及び、研修内容の伝達共有を行います。 

  
 
 
 
 
 
 
 
  



 大月町社会福祉協議会 大月町指定居宅介護支援事業所 

 

令和３年度事業計画 

運営方針 

利用者が要介護状態にあっても可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ、自立した日常生活が営むことができるよう配慮し、利用者の選択に基

づき、適正な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的

かつ効率的に提供されるよう、公平中立な居宅介護支援を行う。 

 

事業目標 

利用者やその家族にとって話しやすく相談しやすいケアマネージャーになる。 

   ～利用者に寄りそう支援とかかわりを～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

① 相手の立場に立つことを大切にし、本人の意向、ライフスタイル、大

事にしていること等を聞き取り自立支援を目指したプランを作成す

る。相談援助職としてスキルアップを目指す。 

 

② 医療や福祉、障害についての制度等を理解し知識を身に着け、支援チ

ームの要となって利用者を支える。 

 

③ 防災の知識を身につけ、状況に合わせた防災対策（家具の固定・避難

所の確認など）についてアドバイスできるようになる。 

 

④ 地域包括支援ｾﾝﾀーや医療との連携を強化しスムーズに情報交換が行

え、多職種連携を円滑に行いつながりを生かす支援ができる。 



月日（第２木曜日） 研修内容 備考

令和3年/4/8 2021年度介護保険・介護報酬改正について

令和3年/5/13 ｱｾｽﾒﾝﾄについて

令和3年/6/10 食中毒について 自己評価

令和3年/7/8 災害時の対応や避難場所の確認について

令和3年/8/12 職業倫理と法令順守について

令和3年/9/9 救急法の確認及び実践 ｹｱﾌﾟﾗﾝﾁｪｯｸ

令和3年/10/14 各種マニュアルの確認

令和3年/11/11 身体拘束・虐待について

令和3年/12/9 成年後見制度について 自己評価

令和4年/1/14 感染症予防について

令和4年/2/10 認知症について

令和4年/3/10 次年度の事業・研修計画について ｹｱﾌﾟﾗﾝﾁｪｯｸ

令和3年度研修計画（大月町指定居宅介護支援事業所）



職　種
人
数

管理者 1

生活相談員 1

介護職員 7

看護職 0

機能訓練
指導員

（パート）
2

調理員 1

看護職
（パート）

2

介護職
（パート）

2

調理員
（パート）

1

調理員
（パート）

1

令和3年度（通所介護、基準型通所サービス、基準該当生活介護）事業計画書

（運営方針）

利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者及び家族の立場に立った援助の基本姿勢を忘れ
る事なく、コミュニケーションを密にし、利用者の個別のニーズを見逃さず対応できるなど、
家族の方の介護負担の軽減や利用者の生活の質の向上に努力します。

①     利用回数については、居宅介護支援事業所が作成したケアプランに基づいた利用回数を
原則とします。

②     他のサービス提供事業所と連絡を密にし、利用者個々のニーズに応じた対応行います。

③     苦情に関する窓口を設置し、苦情があった場合には迅速かつ適切な対応を行います。

ディサービス「さんご」

④     利用者及び家族の了解を得て、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。

⑤     職員は積極的に施設内外の研修に参加し、資質の向上に努めます。

（事業所の職員体制）　　　　　　　　　　　　　※令和3年4月現在

　備　　考

生活相談員兼務

管理者兼務

介護職員兼務

（１名）生活相談員との兼務　　(1名）調理員と兼務

機能訓練指導員との兼務

看護職員との兼務

介護職員との兼務

機能訓練指導員との兼務

介護職員



9:30

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

レクリエーション

昼食

機能訓練・音楽体操

集団レク

おやつ・休憩

談話・カラオケ

(営業時間)
　午前　8時30分　～　午後　5時30分まで

※日曜日・年末年始(12月30日から1月3日)は休業となります。

(利用定員)

(サービス内容)
(通所介護)

(基準型通所サービス・基準該当生活介護 )

30名(通所介護・基準型通所サービス・基準該当生活介護）を含めた人数 )

利用者の居宅(自宅)から施設へ、当施設の送迎車両にて送迎を実施し、施設内にて養
護、健康チェック、食事、入浴、レクリエーション、機能訓練等により、利用者の
健康状態の確認や生きがいの増進、家族の方の介護負担の軽減を図るサービスで
す。

①     共通的サービス

(一日の流れ)

通所介護

利用者が自立した生活を送っていただけるよう、居宅 (自宅)から施設へ、当施設の送
迎車両にて送迎を実施し、施設内にて養護、健康チェック、食事、入浴等の介助を
させていただき、利用者の健康状態の確認や生きがいの増進を図るサービスです。

基準型通所サービス　     　基準該当生活介護

②集団的なレクリエーション、創作活動等による機能訓練を実施します。

レクリエーション

入浴

送迎(迎え)

健康チェック（血圧測定、検温、脈拍、体重測定）

軽体操・ウェイトトレーニング

入浴

集団レク

機能訓練

送迎(送り)



　　

防災訓練（10月・3月） 非常時災害訓練（地震）（4月、8月、12
月）　風水害訓練（９月）

ぬり絵・カレンダー作成

お誕生日写真　プレゼント

かご作り　　お誕生日カード作り

封筒作り   　野菜つくり

シルバーボランティア(月1回)入浴介助
作品を文化展へ出品する。（塗り絵、共同作品）

名所ウォークラリー

折鶴を広島、長崎に送る

敬老会 ボランティア訪問

運動会

お雛様作り

興味のあるものに挑戦して頂く

（令和3年度）重点目標

機能の維持向上、意欲を引き出す、安心して過ごせる
レクレーションや機能訓練など「さんご」での一日の取り組みの中で、利用者一人
一人、笑って過ごして頂き「安心して意欲を持ちゆっくりと笑顔で過ごせる」と感
じて頂きたい・・・・

機能の維持向上、意欲を引き出す、安心して過ごせる

令和3年度年間計画書

令和3年度毎月計画書

４月
可愛いコサージュ作り
おやつ作り（柏餅）５月

６月

共同作品（ひまわり）　　　（大作）７月

８月

９月

１０月

１１月
正月飾り作り　　つるし柿作り

１２月

１月

２月
食材作り（旬のものを作る）干大根つくり 山菜その他3月

その他



社会福祉法人大月町社会福祉協議会 
 認知症対応型共同生活介護（含介護予防事業） 
             
            グループホーム月のなごみ 
  
 
           令和 3年度 事業計画 
 
１． 運営方針 
 
 
グループホーム月のなごみでは、入居者“お一人おひとりが、これまでと 
 
変わらぬように”“自分らしく暮らせる環境づくり”をめざします。 
 

家庭的な温かく笑顔の耐えない雰囲気づくり 
お一人おひとりを大切に思うこころ 
同じ目線で対話し、ご本人の意向や思いをとらえる 
職員に対しご本人やご家族が話かけやすい雰囲気づくり 

 
秘密の保持について 
当ホームは、職員及び関係者が、正当な理由がなくその業務上知り得た、 
利用者及び契約者、その家族等の秘密を漏らす事がないよう、雇用契 
約において義務付けています。 

 
２． 目標 

親しみのある家族的な雰囲気のなかで節度ある接遇マナーを基本に 
入居者の皆様が笑顔で過ごすことが出来るように、丁寧で迅速な対応する。 
ご本人もご家族も安心して暮らせるホームづくりを目指します。 

 
 

配置職員数：管理者  １名                       
      計画作成者 1名 
      介護職員 8名（内パート職員 2名） 
      介護補助職員（パート職員）1名 
      調理員 （パート職員）2名 



令和3年度 施設内研修計画   （グループホーム月のなごみ） 
 

 

 

 

経営・運営方針 １．家庭的な温かい雰囲気の中でその人らしい生活が送れるよう努める。１．個人の尊重や個性を大切にし

残っている機能を引き出しながら、尊厳のある生活を送っていただけるようつとめる。１．心のケアに気を

配り安心充実した生活が送れるよう努める。１．ご家族や地域の方たちとの交流を密にして信頼されるｸ゙ﾙー

ﾌ゚ﾎーﾑであるよう努める。 

月 日 種 別 研修内容 場 所 講師 

4 

   

  

 

 

全体研修 

 

・災害対策について 

 

 

月のなごみ 

 

施設内職員  

5 

 

  

 

 

全体研修 

 

 

・感染症及び食中毒の発生予防及び 

 まん延防止について 

 

月のなごみ 

 

施設内職員   

6 

   

   

 

全体研修 

 

・緊急時の対応、事故防止について 

 

 

月のなごみ 

 

施設内職員    

7 

 

   

 

全体研修 

 

・外部評価について 

 

 

月のなごみ 

 

施設内職員    

8 

 

   

 

全体研修 

 

・プライバシー保護、高齢者虐待防止 

 身体拘束廃止について 

 

月のなごみ 

 

施設内職員    

9 

 

   

 

全体研修 

 

・認知症個別ケアについて 

 

月のなごみ 

 

施設内職員  

 

10

  

全体研修 

 

・介護従事者の接遇について 

 

 

月のなごみ 

 

施設内職員 

11

  

全体研修 

 

・倫理、法令遵守について 

 

月のなごみ 

 

施設内職員 

 

12

 

   

 

全体研修 

 

・嚥下障害と食事の基礎知識 

・口腔ケアついて 

 

月のなごみ 

 

施設内職員 

 

1 

 

   

 

全体研修 

 

・権利擁護事業、成年後見制度について 

 

 

月のなごみ 

 

施設内職員 

 

2 

 

   

 

全体研修 

 

・プライバシー保護、高齢者虐待防止について 

 身体拘束廃止について 

 

 

月のなごみ 

 

施設内職員 

3 

 

   

 

全体研修 

 

・来年度の研修計画について（新人、現任研修含む）

 

月のなごみ 

 

施設内職員 

 



   　　    令和3年度行事計画　　　　　　　（グループホーム月のなごみ）

    4月 ・花見（姫ノ井、樫の浦公園）

    5月 ・ドライブ（風車）　・避難訓練（土砂、水害）

    6月 ・あじさい運動会

    7月 ・七夕（そうめん流し）　・鉾土夏祭り　・防災訓練（地震）

    8月 ・納涼スイカ割り

    9月 ・喫茶（スイーツバイキング）　・防災訓練（火災）

   10月 ・月見会　　・鉾土秋祭り　・花見（ひまわり、コスモス）

   11月 ・芋ほり、焼き芋パーティー　・防災訓練（土砂、水害）

   12月 ・クリスマス会

    1月 ・お正月（初詣）

    2月 ・節分　・防災訓練（地震）

    3月 ・ひな祭り　・花見（桜）　・防災訓練（火災）



社会福祉法人大月町社会福祉協議会 
 認知症対応型共同生活介護（含介護予防事業） 

グループホームのんびり館 

令和 3年度事業計画 

 
１． 運営方針 

グループホームのんびり館では、入居者が自分の力を活かして楽しく暮

らせる「ずっと住みたい家」を目指します。 
    ○家庭的な温かい雰囲気づくり 
    ○個人を大切にし、穏やかに過ごせることで認知症進行を予防 
    ○その人の能力に合った自立支援 
    ○ご本人やご家族、地域の皆が安心して暮らせるホームづくり 
 
２． 目標     

○職員がイベントを考え入居者と交流し楽しんでもらえるようにする 
       〇入居者とご家族がお便りの交換をできるようにする（年 3～4回） 

 
職員配置数：管理者 1 名・計画作成担当者 1 名・介護職員 9 名（うちパート 2
名） 

        



　　　令和3年度  研修計画

月　　 　研　修　内　容 委員会研修

　４月 認知症及び認知症ケアについて 感染症対策

　５月 救急時の対応について
事故対策

火災避難訓練（消防）

　６月 感染症及び食中毒の発生予防について
感染症対策

レクリエーション（納涼祭）

　７月 災害対策について 風水害・土砂災害避難訓練

　８月
プライバシー保護、高齢者虐待
身体拘束廃止について

　レクリエーション（納涼祭）

　９月 外部評価について・インフルエンザについて
レクリエーション(運動会）

風水害・土砂災害避難訓練

１０月
日常生活自立支援事業
成年後見制度

感染症・事故対策
地震避難訓練

１１月 倫理・法令遵守について 火災避難訓練（地区住民参加）

１２月 介護従事者の接遇について レクリエーション（忘年会・クリスマス）

　１月 嚥下障害と食事の基礎知識 地震避難訓練

　２月
緊急時の対応・事故防止について
身体拘束廃止について

事故対策

　３月 新年度の研修計画について（新人、現任研修含む） 各委員の交代と引継ぎ

(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　のんびり館)



　　　　令和3年度  行事計画

月　　 　行　事　内　容 備　　考

　４月 さくら鑑賞 全利用者外出

　５月 叶崎へドライブ 全利用者外出

　６月 あじさい鑑賞 全利用者外出

　７月 風車（大洞山）ドライブ 全利用者外出

　８月 施設納涼祭

　９月 しばもち作り

１０月
コスモス/ひまわり観賞
施設運動会

全利用者外出

１１月 焼いもパーティー/春遠地区秋祭り

１２月 クリスマス会/忘年会

　１月 初詣 外出

　２月 節分

　３月 故郷巡り（ドライブ） 全利用者外出

(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　のんびり館)



               

居宅型有料老人ホーム高原の郷 

令和 3年度 事業計画 
入居者様に 3つの課題が実現されるように全職員が協力し合い、誰もが 

満足を得られるような施設になるように努める。 
 

3つの課題の実現 

≪のんびりと安らげる場であること≫ 

≪利用者様の立場に立ったケアをすること≫ 

≪優しさと思いやりで接すること≫ 
 
  お一人おひとりを自分の家族と考えて大切に思うこころを目指します。 
  同じ目線で対話し、物をとらえるこころを目指します。 
  ご本人もご家族も周りの皆が安心して暮らせるホームづくりを目指します。 
  ホームに入居して良かったと思っていただける施設を目指します。 
  
   《秘密の保持について》 
   当ホームは、職員及び関係者が、正当な理由がなくその業務上知り得た、

利用者及び契約者、その家族等の秘密を漏らすことがないよう、雇用契

約において義務付けています。 
 
１． 目標 

 
温かく親しみがあり、かつ節度のある接遇マナーを基本に、職位に求め

られる基本的能力の底上げに努めます。 
 
丁寧で迅速な対応をするための業務手順や職員間の連携の強化に努めま

す。又適宜の見直しを行います。 
   
   居室数：9室 

配置職員数：施設長《管理者》  1名（介護職員兼務） 
      介護職員 8名（内パート職員 3名） 
      栄養士  1名（介護職員兼務） 



月 研修内容 　担当者

4月 緊急時の対応について

5月 食中毒について

6月 脱水症について

7月 水分補給の重要性について

8月 身体拘束について

9月 認知症及び認知症の介護について

10月 内服薬の服薬管理について

11月 インフルエンザと感染症について

12月 ノロウイルス・コロナウイルスについて

1月 倫理、法令順守について

2月 虐待とプライバシーについて

3月 接遇について

令和　3　年度　研修計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            有料老人ホーム　高原の郷



月　　日 年間行事予定 防災訓練 委員会内容

　４月 さくら鑑賞 感染症対策委員会

　５月 火災避難訓練（消防） 事故対策委員会

　６月 あじさい鑑賞
感染症対策委員会
レクレーション委員会（納涼祭）

　７月 七夕飾り
風水害・土砂災害避難訓

練

　８月 施設納涼祭 レクレーション委員会（納涼祭）

　９月 コスモス鑑賞
風水害・土砂災害避難訓

練
レクレーション委員会（運動会）

１０月 施設運動会 地震避難訓練 感染症・事故対策委員会

１１月 春遠地区秋祭り 火災避難訓練（地区住民参加）

１２月 クリスマス／忘年会 レクレーション（忘年会、クリスマス）

　１月 初詣 地震避難訓練

　２月 節分 事故対策委員会　　　　　　　　　　　

　３月 ひな祭り 各委員の交代と引継ぎ

令和　3　年度  年間行事
有料老人ホーム　高原の郷



　　≪取り組み≫
　　・各地区の区長や民生委員との連携を継続し、それぞれの地区で開催している
　　　サロンに積極的に参加して、主体的な場作りを支援する。
　　・気軽に困り事を相談しやすい環境をつくる。
　　・感染予防を徹底し利用者に安心して利用してもらえるように努める。
　　

　　≪事業内容≫

日常的な生活支援（服薬確認・ゴミ捨て・買物代行等）

安否確認

要援護者やその家族、住民からの福祉サービスなどに関することや日常生活

での困り事などの相談

相談・訪問活動によって発見されたニーズや課題を、行政や地域包括支援

センター、専門機関につなぎ連携して支援

センター利用中の買物及び通院支援（町内のみ）

買物代行等、生活課題やニーズに対応

公共交通機関が無い地区対象の通院支援

・ルンルンランチ（毎週月・火・木・金曜日）　￥350
・ほっと元気体操（週４回）健康体操／頭の体操／レクリエーションなど実施
・認知症カフェ（毎月１回）
・ひよこクラブ（毎月第２水曜日）
・駄菓子屋（おかし／おもちゃ／くじ）

家族が対応できずバス・タクシーを利用できない方などを対象に
相談があった場合に実施

町内外住民の講師による各種趣味の教室を開催

ほっとセンター　令和３年度事業計画

赤ちゃんから高齢者、障害者を対象にしたサロン（週６回）

高齢者・障害者・児童生徒を対象に緊急時のニーズに対応（随時）

障害者や引き籠りを対象に、野菜・きのこ等の栽培及び販売
障害者等の雇用（施設内の清掃作業等）

サロン利用者の送迎

カラオケ交流会や輪投げ交流会等、地区同士の交流

集 い

預かる

働 く

送 る

交わる

学 ぶ

訪 問

相 談

つなぎ

生活支援

移動手段の確保

その他



月

7月

8月

11月

1月

2月

（実施教室など） （イベント／交流会など）

・パッチワーク教室（週一回） ・地区交流会 （年２回）
・編み物教室　（第二、第四木曜日） ・菊づくり教室（4月／6月／8月）
・小物作り教室（第二、第四木曜日）
・男の将棋クラブ（毎週火曜日、土曜日）

5月

6月

9月

3月

10月

12月

　　遠足ツアー 足摺水族館予定
4月

令和3年度　ほっとセンター年間事業計画　一覧表

行　事 備　考

　　ボランティア感謝ツアー

　　防災訓練（風雨災害）

　　菊祭り

　　こどもの日イベント 宝探しなど

　　ホウ酸団子づくり

　　ほっと運営委員会

　　カラオケ交流会

　　ボランティア体験学習（事務局共催）

　　敬老お楽しみ会

　　紅葉（町内観光）ツアー

　　ちぎり絵教室 干支作り

　　陶芸教室

　　防災訓練（地震災害）

　　ほっと運営委員会

　　消防訓練（火災）

　　ほっとで忘年会

　　おもちつき

　　新春カラオケ交流会

　　梅椿ツアー 南楽園予定

　　お花見遠足 樫西公園予定



令和3年度     資金収支予算内訳表(   1：法人会計)
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当初予算 （単位：千円）

大 中 小

事 収 1 1 0 1 0

業 入 1 1 0 1 0

活 15,413 15,647 234 15,647 0

動 14,493 14,682 189 14,682 0

に 14,493 14,682 189 14,682 0

よ 920 965 45 965 0

る 920 965 45 965 0

収 33,277 33,371 94 33,371 0

支 4,500 4,500 0 4,500 0

4,500 4,500 0 4,500 0

28,485 28,577 92 28,577 0

300 300 0 300 0

1,500 1,500 0 1,500 0

17,378 17,378 0 17,378 0

4,000 4,000 0 4,000 0

720 720 0 720 0

2,157 2,157 0 2,157 0

2,430 2,144 ▲ 286 2,144 0

0 368 368 368 0

0 10 10 10 0

292 294 2 294 0

57 50 ▲ 7 50 0

127 140 13 140 0

108 104 ▲ 4 104 0

1,573 1,455 ▲ 118 1,455 0

1,570 1,452 ▲ 118 1,452 0

3 3 0 3 0

168,109 163,901 ▲ 4,208 163,901 0

70,788 62,544 ▲ 8,244 62,544 0

63,720 56,304 ▲ 7,416 56,304 0

7,068 6,240 ▲ 828 6,240 0

47,880 53,700 5,820 53,700 0

43,104 48,336 5,232 48,336 0

4,776 5,364 588 5,364 0

18,624 18,576 ▲ 48 18,576 0

18,624 18,576 ▲ 48 18,576 0

13,416 11,688 ▲ 1,728 11,688 0

12,084 10,524 ▲ 1,560 10,524 0

1,332 1,164 ▲ 168 1,164 0

17,401 17,393 ▲ 8 17,393 0

7,335 7,490 155 7,490 0

10,060 9,893 ▲ 167 9,893 0

6 10 4 10 0

6,693 6,965 272 0 6,965

6,693 6,965 272 0 6,965

3,571 3,472 ▲ 99 0 3,472

3,122 3,493 371 0 3,493

3,947 3,305 ▲ 642 3,305 0

3,946 3,304 ▲ 642 3,304 0

3,816 3,192 ▲ 624 3,192 0

　　その他の利用料収入

老人福祉事業収入

　その他の事業収入

　　管理費収入

　　その他の利用料収入

障害福祉サービス等事業収入

　自立支援給付費収入

　　介護給付費収入

　　介護負担金収入（一般）

　居宅介護支援介護料収入

　　居宅介護支援介護料収入

　介護予防･日常生活支援総合事業収入

　　事業費収入

　　事業負担金収入（一般）

　利用者等利用料収入

　　地域密着型介護サービス利用料収入

　　食費収入（一般）

事業収入

　利用料収入

　参加費収入

介護保険事業収入

　居宅介護料収入

　　介護報酬収入

　　介護負担金収入（一般）

　地域密着型介護料収入

　　介護報酬収入

　　地区運動教室支援事業受託金収入

　　生活支援サービス事業受託金収入

　　予防型通所サービス受託金収入

　　傾聴ボランティア派遣事業受託金収入

　　住宅改修支援事業理由書作成受託金収入

　県社協受託金収入

　　民生委員実費弁償費受託金収入

　　生活福祉資金貸付事業受託金収入

　　日常生活自立支援事業受託金収入

勘定科目 前年度
予算額

当　 初
予算額

増  減  額 備考社会福祉
事業

公益事業

内　訳

寄附金収入

　寄附金収入

経常経費補助金収入

　町補助金収入

　　社協運営費補助金収入

　共同募金配分金収入

　　一般募金配分金収入

受託金収入

　県受託金収入

　　生活困窮者自立支援事業受託金収入

　町受託金収入

　　生きがいと健康づくり推進事業受託金収入

　　配食サービス事業受託金収入

　　ほっとセンター事業受託金収入

　　共助の基盤づくり事業受託金収入



令和3年度     資金収支予算内訳表(   1：法人会計)
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当初予算 （単位：千円）

大 中 小

勘定科目 前年度
予算額

当　 初
予算額

増  減  額 備考社会福祉
事業

公益事業

内　訳

130 112 ▲ 18 112 0

1 1 0 1 0

1,062 978 ▲ 84 810 168

1,062 978 ▲ 84 810 168

15 14 ▲ 1 13 1

2 2 0 1 1

13 12 ▲ 1 12 0

230,090 225,637 ▲ 4,453 218,503 7,134

支 201,660 214,050 12,390 195,588 18,462

出 1,654 1,550 ▲ 104 1,550 0

29,910 30,503 593 30,503 0

11,830 12,120 290 12,120 0

2,721 2,633 ▲ 88 2,633 0

124,785 135,392 10,607 119,775 15,617

49,205 0 ▲ 49,205 0 0

28,123 0 ▲ 28,123 0 0

43,824 0 ▲ 43,824 0 0

3,633 33,071 29,438 31,144 1,927

0 102,321 102,321 88,631 13,690

6,876 6,609 ▲ 267 6,078 531

23,884 25,243 1,359 22,929 2,314

40,052 38,115 ▲ 1,937 32,764 5,351

296 696 400 696 0

240 240 0 240 0

56 92 36 92 0

0 364 364 364 0

601 340 ▲ 261 340 0

489 228 ▲ 261 228 0

112 112 0 112 0

3,076 2,592 ▲ 484 2,352 240

1,167 1,948 781 1,450 498

924 776 ▲ 148 776 0

7,440 6,135 ▲ 1,305 5,019 1,116

2,608 1,765 ▲ 843 1,640 125

2,409 2,088 ▲ 321 2,004 84

63 54 ▲ 9 30 24

2,346 2,034 ▲ 312 1,974 60

1,498 1,785 287 1,285 500

1,825 2,056 231 1,967 89

756 836 80 755 81

357 295 ▲ 62 295 0

364 365 1 305 60

1,208 1,045 ▲ 163 993 52

1,340 1,289 ▲ 51 1,254 35

11,455 11,330 ▲ 125 8,930 2,400

180 367 187 328 39

1,078 1,076 ▲ 2 1,076 0

10 10 0 10 0

923 968 45 968 0

537 353 ▲ 184 321 32

　租税公課支出

　研修研究費支出

　地域福祉等対策費支出

　雑 支 出

　修繕費支出

　通信運搬費支出

　委託費支出

　保守料支出

　手数料支出

　保険料支出

　賃借料支出

　給食費支出

　保健衛生費支出

　　委員等旅費支出

　消耗品費

　消耗器具備品費支出

　印刷製本費支出

　水道光熱費支出

　車輛費支出

　燃料費支出

　　燃料費支出

　　車輛燃料費支出

　その他の賃金支出

　法定福利費支出

事業費支出

　諸謝金支出

　　弁護士謝金支出

　　講師謝礼金支出

　　報償費支出

　旅費交通費支出

　　役職員旅費支出

　職員給料支出

　職員賞与支出

　職員諸手当支出

　非常勤職員給与支出

　　嘱託職員賃金支出

　　パート等職員賃金支出

　　臨時職員賃金支出

　　非常勤職員給与支出

　　契約職員賃金支出

　利用者負担金収入

雑 収 入

　雑収入

受取利息配当金収入

　受取利息配当金収入

　積立資産受取利息配当金収入

事業活動収入計(１)

人件費支出

　役員報酬支出

　　サービス利用計画作成費収入



令和3年度     資金収支予算内訳表(   1：法人会計)
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当初予算 （単位：千円）

大 中 小

勘定科目 前年度
予算額

当　 初
予算額

増  減  額 備考社会福祉
事業

公益事業

内　訳

6,222 8,025 1,803 7,593 432

1,391 3,595 2,204 3,193 402

573 190 ▲ 383 190 0

90 45 ▲ 45 45 0

185 288 103 288 0

424 510 86 510 0

153 163 10 163 0

294 456 162 456 0

118 107 ▲ 11 107 0

353 366 13 366 0

57 50 ▲ 7 50 0

296 316 20 316 0

491 481 ▲ 10 481 0

500 492 ▲ 8 492 0

240 240 0 240 0

132 152 20 122 30

422 202 ▲ 220 202 0

167 161 ▲ 6 161 0

577 465 ▲ 112 465 0

55 55 0 55 0

57 57 0 57 0

416 416 0 416 0

416 416 0 416 0

200 200 0 200 0

216 216 0 216 0

248,350 260,606 12,256 236,361 24,245

▲ 18,260 ▲ 34,969 ▲ 16,709 ▲ 17,858 ▲ 17,111

収

入

0 0 0 0 0

支 5,265 120 ▲ 5,145 120 0

出 3,525 0 ▲ 3,525 0 0

240 120 ▲ 120 120 0

1,500 0 ▲ 1,500 0 0

5,265 120 ▲ 5,145 120 0

▲ 5,265 ▲ 120 5,145 ▲ 120 0

そ 収 10,415 8,310 ▲ 2,105 8,310 0

の 入 10,415 8,310 ▲ 2,105 8,310 0

他 13,815 16,111 2,296 0 16,111

の 13,815 16,111 2,296 0 16,111

活 22,367 19,637 ▲ 2,730 19,637 0

動 1,000 566 ▲ 434 566 0

に 21,367 19,071 ▲ 2,296 19,071 0

よ 46,597 44,058 ▲ 2,539 27,947 16,111

る 支 3,614 13 ▲ 3,601 13 0

収 出 3,601 3 ▲ 3,598 3 0

支 10 7 ▲ 3 7 0

1 1 0 1 0

2 2 0 2 0

13,815 16,111 2,296 16,111 0

　福祉基金積立資産支出

　経営安定化積立資産支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(７)

積立資産支出

　退職給付引当資産支出

　人件費積立資産支出

施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

積立資産取崩収入

　経営安定化積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入

　社会福祉事業事業区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

　受託事業サービス区分間繰入金収入

　介護保険事業サービス区分間繰入金収入

　　福祉推進校助成金支出

　　助成金支出

事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施設整備等収入計(４)

固定資産取得支出

　車輌運搬具取得支出

　器具及び備品取得支出

　建物附属設備取得支出

　租税公課支出

　渉外費支出

　諸会費支出

　保守料支出

　車輛費支出

　諸謝金費支出

　雑 支 出

助成金支出

　助成金支出

　印刷製本費支出

　燃料費支出

　通信運搬費支出

　広報費支出

　手数料支出

　　民生委員実費弁償費支出

　　手数料支出

　保険料支出

　賃借料支出

事務費支出

　福利厚生費支出

　旅費交通費支出

　研修研究費支出

　事務消耗品費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支



令和3年度     資金収支予算内訳表(   1：法人会計)
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当初予算 （単位：千円）

大 中 小

勘定科目 前年度
予算額

当　 初
予算額

増  減  額 備考社会福祉
事業

公益事業

内　訳

13,815 16,111 2,296 16,111 0

22,367 19,637 ▲ 2,730 19,637 0

11,560 10,762 ▲ 798 10,762 0

390 566 176 566 0

10,417 8,309 ▲ 2,108 8,309 0

3,294 3,358 64 3,358 0

3,294 3,358 64 3,358 0

43,090 39,119 ▲ 3,971 39,119 0

3,507 4,939 1,432 ▲ 11,172 16,111

50 50 0 50 0

▲ 20,068 ▲ 30,200 ▲ 10,132 ▲ 29,200 ▲ 1,000

55,800 49,200 ▲ 6,600 48,200 1,000

35,732 19,000 ▲ 16,732 19,000 0

　　前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12)

　公益事業区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

　法人運営事業サービス区分間繰入金支出

　受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

　介護保険事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

　退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(８)

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)




